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第○回定時株主総会議事録

１ 株主総会の決議があったものとみなされた事項の提案者

代表取締役 〇〇〇〇〇

２ 株主総会の決議があったものとみなされた事項の内容

（１）第〇期（自 令和〇年〇月〇日 至 令和〇年〇月〇日）計算書類承認

の件

……

（２）〇〇の件

……

３ 株主総会への報告があったものとみなされた事項の内容

第〇期（自 令和〇年〇月〇日 至 令和〇年〇月〇日）事業報告の内容

４ 株主総会の決議および株主総会への報告があったものとみなされた日

令和〇年〇月〇日

以上の通り、会社法第３１９条第１項および第３２０条に基づき、株主総会

の決議および株主総会への報告があったものとみなされたので、この議事録を

作成し、議事録作成者が記名押印する。

以上

令和〇年〇月〇日

株式会社〇〇〇〇第○回定時株主総会

議事録作成者 〇〇〇〇

（※１）書面決議議事録の記載を就任承諾書として援用することはできません。

（※２）株主リストの添付が必要です。



取締役会議事録

１．取締役会の決議があったものとみなされた日

令和○年○月○日

２．取締役会の決議があったものとみなされた事項の提案をした取締役

取締役 〇〇〇〇

３．議事録の作成に係る職務を行った取締役

代表取締役 〇〇〇〇

４．決議の目的である事項

第１号議案 ○○の件

……

以上

令和○年○月○日、取締役〇〇〇〇が取締役及び監査役の全員に対して上記取

締役会の目的である事項について提案書を発し、当該提案について、令和○年

○月○日、取締役の全員から書面により同意の意思表示を得たので、会社法第

３７０条に基づき、当該提案を可決する旨の取締役会決議があったものとみな

された。

なお、当該提案に対して監査役は異議を述べていない。

上記のとおり、取締役会決議の省略を行ったので、取締役会決議があったも

のとみなされた事項を明確にするため、会社法第３７０条および会社法施行規

則第１０１条第４項第１号の規定に基づき本議事録を作成し、議事録の作成に

係る職務を行った取締役がこれに記名押印する。

令和○年○月○日

株式会社〇〇〇〇取締役会

代表取締役 〇〇〇〇

（※１）取締役会の書面決議は定款に規定がないとできません。定款の添付が必要です。

（※２）書面決議議事録の記載を就任承諾書として援用することはできません。

（※３）代表取締役を選定した場合は、取締役全員の記名押印が必要になります。既存の

代表取締役は法務局届出印（代表印）を押印し、既存の代表取締役が押印できな

い場合は、取締役全員の実印の押印と個人の印鑑証明書の添付が必要です。



第○回定時社員総会議事録

１ 社員総会の決議があったものとみなされた事項の提案者

代表理事 〇〇〇〇〇

２ 社員総会の決議があったものとみなされた事項の内容

（１）第〇期（自 令和〇年〇月〇日 至 令和〇年〇月〇日）計算書類承認

の件

……

（２）○○の件

……

３ 社員総会への報告があったものとみなされた事項の内容

第〇期（自 令和〇年〇月〇日 至 令和〇年〇月〇日）事業報告の内容

４ 社員総会の決議および社員総会への報告があったものとみなされた日

令和〇年〇月〇日

以上の通り、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第５８条１項及び

第５９条に基づき、社員総会の決議および社員総会への報告があったものとみ

なされたので、この議事録を作成し、議事録作成者が記名押印する。

以上

令和〇年〇月〇日

一般社団法人〇〇〇〇第○回定時社員総会

議事録作成者 〇〇〇〇

（※１）書面決議議事録の記載を就任承諾書として援用することはできません。



理事会議事録

１．理事会の決議があったものとみなされた日

令和○年○月○日

２．理事会の決議があったものとみなされた事項の提案をした理事

理事 〇〇〇〇

３．議事録の作成に係る職務を行った理事

代表理事 〇〇〇〇

４．決議の目的である事項

第１号議案 ○○の件

……

以上

令和○年○月○日、理事〇〇〇〇が理事及び監事の全員に対して上記理事会の

目的である事項について提案書を発し、当該提案について、令和○年○月○日、

理事の全員から書面により同意の意思表示を得たので、一般社団法人及び一般

財団法人に関する法律第９６条に基づき、当該提案を可決する旨の理事会決議

があったものとみなされた。

なお、当該提案に対して監事は異議を述べていない。

上記のとおり、理事会決議の省略を行ったので、理事会決議があったものと

みなされた事項を明確にするため、一般社団法人及び一般財団法人に関する法

律第９６条及び同法施行規則第１５条第４項第１号に基づき本議事録を作成

し、議事録の作成に係る職務を行った理事がこれに記名押印する。

令和○年○月○日

一般社団法人〇〇〇〇理事会

代表理事 〇〇〇〇

（※１）理事会の書面決議は定款に規定がないとできません。定款の添付が必要です。

（※２）書面決議議事録の記載を就任承諾書として援用することはできません。

（※３）代表理事を選定した場合は、理事全員の記名押印が必要になります。既存の代表

理事は法務局届出印（代表印）を押印し、既存の代表理事が押印できない場合は、

理事全員の実印の押印と個人の印鑑証明書の添付が必要です。


